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(54)【発明の名称】 アクティブマトリクス型表示装置

(57)【要約】
【課題】有機保護絶縁膜及び画素電極を薄膜トランジス
タ上に配置した場合にも低オフ電流で安定動作する薄膜
トランジスタ及びそれを用いた液晶表示装置の提供。
【解決手段】スイッチング素子として、薄膜トランジス
タを表示部、又は駆動部に使用するアクティブマトリク
ス型表示装置において、前記薄膜トランジスタは、絶縁
基板上に、ゲート電極，ゲート絶縁膜，半導体層，ドレ
イン電極及びソース電極を順次積層し、前記保護絶縁膜
側の半導体層表面が多孔質であることを特徴とする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】スイッチング素子として、薄膜トランジス
タを表示部、又は駆動部に使用するアクティブマトリク
ス型表示装置において、前記薄膜トランジスタは、絶縁
基板上に、ゲート電極，ゲート絶縁膜，半導体層，ドレ
イン電極，ソース電極及び保護絶縁膜を順次積層し、前
記保護絶縁膜側の半導体層表面が多孔質であることを特
徴とした、アクティブマトリクス型表示装置。
【請求項２】前記多孔質部の深さは、前記保護絶縁膜側
の半導体層表面から１ｎｍ以上，３０ｎｍ以内であるこ
とを特徴とした、請求項１に記載のアクティブマトリク
ス型表示装置。
【請求項３】前記半導体層のうち、前記保護絶縁膜側の
半導体層表面から深さ１ｎｍ以上，３０ｎｍ以内の多孔
質領域において、孔の占める体積が５％以上であること
を特徴とした、請求項１に記載のアクティブマトリクス
型表示装置。
【請求項４】前記多孔質部における孔の半径の平均値が
５ｎｍ以下であることを特徴とした、請求項１に記載の
アクティブマトリクス型表示装置。
【請求項５】前記半導体層のうち、前記保護絶縁膜側の
半導体層表面から深さ３０ｎｍ以内の多孔質領域に０.
０１原子％以上０.１原子％未満のヘリウムが含有され
ることを特徴とした、請求項１に記載のアクティブマト
リクス型表示装置。
【請求項６】前記保護絶縁膜が有機性樹脂であることを
特徴とした、請求項１に記載のアクティブマトリクス型
表示装置。
【請求項７】前記スイッチング素子において、保護絶縁
膜上に形成された画素電極が前記スイッチング素子と重
畳することを特徴とした、請求項１に記載のアクティブ
マトリクス型表示装置。
【請求項８】前記スイッチング素子において、保護絶縁
膜上に形成された共通電極が前記スイッチング素子と重
畳することを特徴とした、請求項１に記載のアクティブ
マトリクス型表示装置。
【請求項９】前記スイッチング素子上に設置した第２の
ゲート電極（バックゲート電極）に－４０Ｖ～＋４０Ｖ
の電圧を印加した際のソース・ドレイン間の電流値が、
バックゲート電極を設置しない場合のソース・ドレイン
間の電流値の１０倍以下であることを特徴とした、請求
項１に記載のアクティブマトリクス型表示装置。
【請求項１０】絶縁基板上に形成されたゲート電極上
に、ゲート絶縁膜，半導体層，コンタクト層を順次成膜
し、前記半導体層及び前記コンタクト層を島状にエッチ
ングする工程、
前記工程後の基板上に金属層を成膜し、エッチングによ
りドレイン電極及びソース電極を形成する工程、
前記工程後の基板のドレイン電極及びソース電極間に露
出した、前記不純物半導体層と前記半導体層の一部をエ*
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*ッチングして除去する工程、
前記工程後の基板のドレイン電極及びソース電極間に露
出した、前記半導体層表面にイオンを照射して前記半導
体表面を多孔質化する工程、
前記工程後の基板に保護絶縁膜を成膜する工程を含むこ
とを特徴とした、薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項１１】基板のドレイン電極及びソース電極間に
露出した、前記半導体層表面に照射するイオンがＨｅイ
オンであることを特徴とする、請求項１０に記載の薄膜
トランジスタの製造方法。
【請求項１２】絶縁基板上に形成されたゲート電極上
に、ゲート絶縁膜，半導体層，コンタクト層を順次成膜
し、前記半導体層及び前記コンタクト層を島状にエッチ
ングする工程、
前記工程後の基板上に金属層を成膜し、エッチングによ
りドレイン電極及びソース電極を形成する工程、
前記工程後の基板のドレイン電極及びソース電極間に露
出した、前記コンタクト層と前記半導体層の一部をエッ
チングして除去する工程、
前記工程後、基板のドレイン電極及びソース電極間に露
出した前記半導体層表面を陽極化成法により多孔質化す
る工程、
前記工程後の基板に保護絶縁膜を成膜する工程を含むこ
とを特徴とする、薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項１３】絶縁基板上に形成されたゲート電極上
に、ゲート絶縁膜，半導体層，コンタクト層を順次成膜
し、前記半導体層及び前記コンタクト層を島状にエッチ
ングする工程、
前記工程後の基板上に金属層を成膜し、エッチングによ
りドレイン電極及びソース電極を形成する工程、
前記工程後の基板のドレイン電極及びソース電極間に露
出した、前記コンタクト層と前記半導体層の一部をエッ
チングして除去する工程、
前記工程後の基板のドレイン電極及びソース電極間に露
出した、前記半導体層表面に、分子量の異なる２種類の
高分子を結合させた自己組織化レジストを前記半導体層
表面に塗布し、アニール後自己組織化した高分子混合物
中の微粒子と、その微粒子の下の半導体層とをエッチン
グし、前記半導体層表面を多孔質化する工程、
前記工程後の基板に保護絶縁膜を成膜する工程を含むこ
とを特徴とする、薄膜トランジスタの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、アクティブマトリ
クス型表示装置および薄膜トランジスタの製造方法に関
する。
【０００２】
【従来の技術】従来、例えば、特開平９－９６８３６号
ではＡｒ等の不活性元素を用いたプラズマ処理を行い、
バックチャネル界面付近にダメージを与え、０.１から
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１.０原子％のＡｒをバックチャネル領域に含有させる
ことにより、界面準位密度を増加させてオフ電流を低減
する効果を得ている。
【０００３】また、特開平１１－２７４５１４号では非
晶質シリコンを乾式エッチングした後にヘリウムプラズ
マ工程を行うことにより、薄膜トランジスタの特性を向
上させている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】従来の液晶表示装置で
は、保護絶縁膜としてポリイミドやポリジシラザンなど
の塗布型の保護絶縁膜を用いた場合や、配線や画素電極
を薄膜トランジスタの上部に設けた場合において、保護
絶縁膜中の蓄積電荷や反射電極の電位の影響を受けてオ
フ電流が増加し、表示特性が劣化するという課題があっ
た。
【０００５】本発明は、塗布型保護絶縁膜中の蓄積電荷
や配線及び画素電極の電位に対して安定なアクティブマ
トリクス型液晶表示装置を提供するものである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】本発明の一つの見方によ
れば、本発明の特徴は、スイッチング素子として、薄膜
トランジスタを表示部、又は駆動部に使用するアクティ
ブマトリクス型表示装置において、前記薄膜トランジス
タは、絶縁基板上に、ゲート電極，ゲート絶縁膜，半導
体層，ドレイン電極，ソース電極及び保護絶縁膜を順次
積層し、ゲート電極と反対側の半導体層表面部分が多孔
質の構造であることを特徴としたアクティブマトリクス
型表示装置を提供する。本発明の上記特徴およびその他
の特徴は、以下の記載により説明される。
【０００７】
【発明の実施の形態】スイッチング素子を用いたアクテ
ィブマトリクス型液晶表示装置は、ＣＲＴと同等の高画
質でＣＲＴよりも低消費電力及び小型であることから、
パソコン，ワークステーション，テレビなどのモニタに
使用されている。スイッチング素子としては、生産性と
スイッチ性能に優れた薄膜トランジスタが用いられてい
る。薄膜トランジスタの構造と薄膜トランジスタアレイ
基板の製造工程の一例について説明する。透明な絶縁性
ガラス基板上に金属薄膜を成膜し、レジストパターンを
マスクにしてウェットエッチング法によってゲート電極
を形成する。次に、前記ゲート電極上に窒化シリコン等
の絶縁膜，アモルファスシリコン等の半導体層，不純物
として燐等をドープしたコンタクト層を順次形成する。
その上に形成したレジストパターンをマスクにしてドラ
イエッチング法によって、ゲート電極の直上に半導体層
及びコンタクト層の島を形成する。次に、その上に金属
薄膜を成膜し、レジストパターンをマスクとしてウェッ
トエッチング法によって、コンタクト層上にドレイン電
極及びソース電極を形成する。次に、ドレイン電極及び
ソース電極間に露出しているコンタクト層と半導体層の
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表面部分３０～５０ｎｍとをドライエッチング法によっ
て除去する。次に、薄膜トランジスタアレイ全体を有機
化合物のポリイミドや無機化合物のポリジシラザンを２
００℃で熱処理して得られる塗布型の保護絶縁膜または
窒化シリコン等からなる無機絶縁膜及びそれらの積層膜
からなる保護絶縁膜で被覆し、ソース電極部分にコンタ
クトホールを設ける。最後に透過型液晶表示装置の場合
には画素部にＩＴＯなどの透明電極を、反射型液晶表示
装置の場合には画素部にＡｌなどの反射電極を形成し、
コンタクトホールを介してソース電極を接続して薄膜ト
ランジスタアレイ基板が完成する。
【０００８】しかしながら、上記薄膜トランジスタにお
いて保護絶縁膜としてポリイミドやポリジシラザンなど
の塗布型の保護絶縁膜を用いた場合、窒化シリコンを保
護絶縁膜に用いた場合に比べて短時間で成膜できる為に
生産性が向上し、低コスト化が可能であるが、液晶表示
装置を長時間使用した場合、信号線金属層や半導体層か
ら保護絶縁膜に電荷の注入が生じ、その注入電荷の影響
により薄膜トランジスタのオフ時におけるリーク電流
（以下オフ電流と記す）が増加するいわゆるオフ電流不
良が生じるという課題があった。
【０００９】また、反射電極として用いる画素電極を薄
膜トランジスタの上部に設けた場合、画素部の開口率が
増加し、液晶表示装置の輝度は向上するが、画素電極の
電位の影響により薄膜トランジスタのオフ電流が増加す
るという課題があった。
【００１０】このような薄膜トランジスタのオフ電流が
増加してしまう現象は、保護絶縁膜中の正に帯電した固
定電荷や画素電極の電位の影響を受けて、半導体層の保
護絶縁膜側表面から１ｎｍ～３０ｎｍの領域に生じるバ
ンドベンディングの為に、その部分にチャネル（以下バ
ックチャネルと記す）が形成されて、バックチャネルの
リーク電流が増加するからである。このリーク電流を低
減するには、バックチャネル領域において半導体のダン
グリングボンドの数を増加させることが有効であること
が知られている。例えば、Ａｒ等の不活性元素を用いた
プラズマ処理を行い、バックチャネル界面付近にダメー
ジを与え、０.１から１.０原子％のＡｒをバックチャネ
ル領域に含有させることにより、界面準位密度を増加さ
せてオフ電流を低減する効果を得ている。しかし、その
効果は不十分であり、バックゲートに３０Ｖの電圧を印
加した際には、バックゲートをアースした際のオフ電流
に比べて２～３桁高い。これは、プラズマ処理によって
シリコン中のＳｉ－Ｈ結合やＳｉ－Ｓｉ結合が切断され
てダングリングボンドが生成されるが、大半がその後の
熱処理過程で再結合することにより消滅してしまい、シ
リコン中に留まったＡｒ原子によってダングリングボン
ド同志の再結合が妨げられる領域のダングリングボンド
のみが残留するからである。この方法では、生成される
ダングリングボンド数が少なく、薄膜トランジスタの保
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護絶縁膜として固定電荷量が多い低誘電率の有機膜を用
いる場合や、反射電極が薄膜トランジスタを覆った場合
には、オフ電流不良により表示装置の画質が劣化する課
題があった。また、非晶質シリコンを乾式エッチングし
た後にヘリウムプラズマ工程を行うことにより、薄膜ト
ランジスタの特性を向上させている。しかし、一般に知
られている主にヘリウムのラジカルで半導体表面を処理
するヘリウムプラズマ工程では、薄膜トランジスタの保
護絶縁膜として固定電荷量が多い低誘電率の有機膜を用
いる場合や、反射電極が薄膜トランジスタを覆った場合
には、オフ電流不良により表示装置の画質が劣化する課
題があった。
【００１１】本発明は、スイッチング素子として、薄膜
トランジスタを表示部、又は駆動部に使用するアクティ
ブマトリクス型表示装置において、前記薄膜トランジス
タは、絶縁基板上に、ゲート電極，ゲート絶縁膜，半導
体層，ドレイン電極，ソース電極及び保護絶縁膜を順次
積層し、ゲート電極と反対側の半導体層表面部分が多孔
質の構造であることを特徴とした、アクティブマトリク
ス型表示装置を提供する。
【００１２】薄膜トランジスタのオフ電流不良を従来技
術からさらに低減させるためには、大幅にバックチャネ
ル領域における半導体のダングリングボンドを増加させ
ねばならない。そこで、本発明では半導体の表面に高密
度に存在するダングリングボンドを利用する。バックチ
ャネル領域における半導体の表面積を増加させるため
に、半導体層の表面を多孔質化した薄膜トランジスタ構
造にした。多孔質部の深さは１ｎｍ以上，３０ｎｍ以内
である。
【００１３】ここで、多孔質とは半導体に対して構成元
素であるＳｉが抜けたことで形成される孔の占める割合
が５％以上８０％未満であること、また孔径（孔の半
径）の平均値が５ｎｍ以下であることと定義した。
【００１４】また、多孔質部の深さが半導体層の表面か
ら１ｎｍ以上，３０ｎｍ以内とは、バックチャネル領域*

6
*をカバーし、かつゲート絶縁膜側の半導体表面からなる
フロントチャネルの伝導性に影響を及ぼさない程度であ
ることを目安とした。
【００１５】半導体層の表面を多孔質化する方法はいく
つかある。
【００１６】例えば、半導体層の表面に電界によって加
速したイオンを照射することによって行う。照射するイ
オンとしては、孔のサイズを小さくするという理由か
ら、原子半径が小さく、かつ不活性であるＨｅイオンが
最適である。
【００１７】例えば、ゲート電極を陽極とし、プラチナ
を陰極として両極をフッ化水素酸中に浸し、両極間に通
電する陽極化成法により多孔質化しても良い。この方法
を用いる場合、半導体層は多結晶や単結晶である方が望
ましい。
【００１８】例えば、分子量の異なる２種類の高分子を
混合した自己組織化レジストを用いても良い。ソース・
ドレイン電極間に露出した半導体の表面に自己組織化レ
ジストを塗布し、アニールする。すると、分子量が小さ
い方の高分子が網目状に自己組織化する。この部分を選
択的にエッチングすることにより、半導体表面に径が数
ｎｍの孔を形成し、多孔質化することもできる。
【００１９】以下、本発明の液晶表示装置の構成，作
用，原理について説明する。
【００２０】孔の形状は生成方法によって異なる。半導
体の表面にイオンを照射する場合、孔は不均一であるが
球や円柱に近い形になるし、陽極化成法を用いる場合や
自己組織化レジストを用いる場合、孔は円柱に近い形に
なる。
【００２１】単位体積当たりに占める孔の総表面積を
Ｓ，単位体積当たりに占める孔の数をｎ，孔径の平均値
をｒ，孔の体積密度をＮとする。
【００２２】孔が球形であると近似した場合、以下の式
が成り立つ。
【００２３】

      Ｎ＝４／３・πｒ3・ｎ                                         …
①
      Ｓ＝４πｒ2・ｎ                                               …
②

①式及び②式からｎを消去してＳについて整理すると
、       Ｓ＝３Ｎ／ｒ                                                  …

③また、孔が円柱形であると近似した場合においても同様 に
      Ｓ＝２Ｎ／ｒ                                                  …
④が成り立つ。

【００２４】③式，④式から、孔が球に近い形であって
も孔が円柱に近い形であっても単位体積当たりに占める
孔の総表面積Ｓは孔の体積密度Ｎに比例し、孔径の平均
値ｒに反比例する。よって半導体表面に存在するダング
リングボンドを効率よく利用するには、単位体積当たり
に占める孔の総表面積Ｓをなるべく大きくするために、
孔の体積密度Ｎを大きくし、孔径の平均値ｒを小さくす
れば良い。

【００２５】薄膜トランジスタの上に保護絶縁膜を介し
て第２のゲート電極（以下バックゲート電極と記す）を
設け、バック電極に－４０Ｖ～＋４０Ｖの電圧を印加し
て薄膜トランジスタのソース・ドレイン間に流れる電流
のゲート電圧依存性（以下、Ｉｄ－Ｖｇ特性と記す）を
測定した。Ｈｅイオンを半導体表面に照射して半導体表
面を多孔質化した際に、処理条件を変えて孔径の平均値
ｒと孔密度Ｎを変化させたところ、
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      Ｎ／ｒ≧８×１０-2(ｎｍ-1)                                
    …⑤

7
の条件を満たした際に、バックゲート電極に－４０Ｖ～
＋４０Ｖの電圧を印加した際のソース・ドレイン間の電
流値が、バックゲート電極を設置しない場合のソース・
ドレイン間の電流値の１０倍以下になることが分かっ
た。
【００２６】単位面積当たりに存在する半導体の表面準

8
位をＤ

i
 、単位体積当たりに存在する半導体の欠陥準位

をＤ
V
 とし、多孔質部において単位体積当たりに存在す

る半導体のダングリングボンド数と単位体積当たりに存
在するバルクの半導体のダングリングボンド数との比を
Ｒとすると

      Ｒ＝Ｓ・Ｄ
i
／Ｄ

V
                                              

…⑥となる。文献MARTIN J.POWELL:IEEE TRANCTIONS ON ELE
CTRON DEVICE.VOL.36,NO.12 P.2761(1989)によれば、例
えばアモルファスシリコンの場合、表面に２×１０
12（cm-2ｅＶ-1）の表面準位が存在し、バルクに１×１
０16（cm-3ｅＶ-1）の欠陥準位が存在する。これらの値
と③式及び⑤式を⑥式に代入すると、
Ｒ＞５×１０2

となる。つまり、バックゲート電極に－４０Ｖ～＋４０
Ｖの電圧を印加した際のソース・ドレイン間の電流値
が、バックゲート電極を設置しない場合の電流値の１０
倍以下になるためには、多孔質部のダングリングボンド
数がバルク部のダングリングボンド数の５×１０2倍よ
りも増加させる必要がある。
【００２７】円柱形や球形の孔を半導体中に最密充填し
た場合、孔密度は８０％未満であること、また、孔径を
限りなく小さくしようとしても、製法上孔径の限界が１
ｎｍ程度であることから、⑤式の条件を満たすためには
孔の密度は５％以上、孔径は５ｎｍ以下であることが望
ましい。
【００２８】上記の条件を満たした場合において、保護
絶縁膜に固定電荷の影響が大きい塗布型の絶縁膜を用い
た場合や、反射電極が薄膜トランジスタを覆った場合に
も安定した特性が得られた。
【００２９】また、孔の一部もしくは全部が後に形成す
る保護絶縁膜によって埋められた場合でも、半導体と絶
縁膜との界面にダングリングボンドが残留する為に同様
の効果がある。
【００３０】本発明の薄膜トランジスタにおいて、保護
絶縁膜に固定電荷の影響が大きい塗布型の絶縁膜を用い
た場合や、反射電極が薄膜トランジスタを覆った場合に
も安定した特性が得られた主な原因は、バックチャネル
部のダングリングボンドが大幅に増加した為である。
【００３１】また、抵抗は電流経路の断面積に反比例す
ることから、付加的な原因としてバックチャネルが多孔
質化されたことにより電流経路の実効的な断面積が減少
し、バックチャネルの抵抗が増大したということも挙げ
ることができる。以下具体的な実施形態について述べ
る。
【００３２】（実施形態１）図１は、本発明の第１の実
施形態を示す薄膜トランジスタの断面構造である。本構
造はゲート電極に対してソース・ドレイン電極が上部に
位置するいわゆる逆スタガ構造を特徴とする。１０１は

絶縁性ガラス基板、１０２がＣｒからなるゲート電極、
１０３は窒化シリコンからなるゲート絶縁膜、１０４は
表面の１０ｎｍから３０ｎｍの領域（１０４′）が多孔
質である例えばアモルファスシリコンからなる半導体
層、１０５は例えば燐をドープしたｎ+ 型アモルファス
シリコンからなるコンタクト層、１０６，１０７はＣｒ
からなるソース電極及びドレイン電極、１０８はポリイ
ミドからなる保護絶縁膜である。上記構造のＴＦＴは以
下のように作成した。まずコーニング１７３７ガラス基
板１０１上に厚さ約１２０ｎｍのＣｒ膜をスパッタリン
グ法によって形成する。ホトエッチングによりＣｒをパ
ターニングしてゲート電極１０２を形成する。その上
に、プラズマ化学気相成長（ＣＶＤ）法を用いて、以下
のように薄膜を順次形成する。まず、ＳｉＨ

4
 ，ＮＨ

3
 ，Ｎ

2
 等の混合ガスを用いて厚さ３００ｎｍの窒化シ

リコン膜からなるゲート絶縁膜１０３を形成する。その
上に、例えばＳｉＨ

4
及びＨ

2
の混合ガスを用いて厚さ約

１５０ｎｍのアモルファスシリコンを、ＳｉＨ及びＰＨ

3
の混合ガスを用いてｎ+ 型アモルファスシリコン膜を
順次形成する。ホトエッチングによりｎ+ 型アモルファ
スシリコン膜とアモルファスシリコン膜を同時に島状に
加工することにより、半導体層１０４を形成する。この
上にスパッタリング法を用いて形成した約１２０ｎｍの
Ｃｒ膜を、ホトエッチングによりパターニングして、ソ
ース電極１０６及びドレイン電極１０７を形成する。さ
らに、ソース／ドレイン電極間のｎ+ 型アモルファスシ
リコン膜と燐が拡散している恐れのある半導体層の表面
から５０ｎｍをエッチング除去することにより、ソース
電極１０６及びドレイン電極１０７と半導体層１０４の
間にコンタクト層１０５が形成される。その後、例えば
本発明ではリアクティブイオンエッチング装置等を用い
て、カソード電極上に基板を設置し、電力３００Ｗ，圧
力５Ｐａ～２０Ｐａ条件でＨｅイオンを露出した半導体
層１０４の表面に５ｓ以上照射する。この際、半導体層
表面から１ｎｍから３０ｎｍの領域は図２もしくは図６
に示すように多孔質化される。照射したＨｅイオンは原
子半径が小さく軽いイオンであるため、その後の熱処理
工程で脱離し、アモルファスシリコン中に残留する量は
０.０１原子％以上０.１ 原子％未満である。最後にＴ
ＦＴ全体を覆うように、スピンコーティング等の低コス
トな塗布法で形成できる保護絶縁膜１０８、たとえば厚
さ１μｍのポリイミドからなる有機絶縁膜や、ポリジシ
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9
ラザンを２００℃で熱処理して得られる塗布型酸化シリ
コン膜を形成して薄膜トランジスタが完成する。尚、本
実施形態では半導体層をアモルファスシリコンで構成し
たが、微結晶シリコン，多結晶シリコン、または単結晶
シリコンでも構わない。また、保護絶縁膜はＳｉＨ

4
 ，

ＮＨ
3
 ，Ｎ

2
 等の混合ガスを用いたプラズマＣＶＤ法に

よって堆積した厚さ３００ｎｍの窒化シリコン膜をホト
エッチングによりパターン加工して形成しても構わな
い。前記の条件で多孔質化した半導体部の孔径を断面Ｔ
ＥＭ（Transmission Electron Microscopy）で、孔の体
積密度を分光エリプソメトリスペクトルにより測定し
た。また、薄膜トランジスタ上に保護絶縁膜を介してバ
ックゲートを設けてＩｄ－Ｖｇ特性についても測定し
た。縦軸にバックゲート電極に＋４０Ｖの電圧を印加し
た際のソース・ドレイン間の電流値とバックゲート電極
を設置しない場合のソース・ドレイン間の電流値の比
を、横軸にＮ／ｒを表したグラフが図３である。Ｎ／ｒ
≧８×１０-2(ｎｍ-1)を満たすと、バックゲート電極に
＋４０Ｖの電圧を印加した際のソース・ドレイン間の電
流値が、バックゲート電極を設置しない場合の値の１０
倍以下になった。
【００３３】図４に、本実施形態によって作成したＮ／
ｒの値が８×１０-2(ｎｍ-1)の薄膜トランジスタのバッ
クゲート電極に－４０Ｖ～＋４０Ｖの電圧を印加した際
のＩｄ－Ｖｇ特性をします。図５は本実施形態の処理を
行わなかった場合(比較例)の薄膜トランジスタのバック
ゲート電極に－４０Ｖ～＋４０Ｖの電圧を印加した際の
Ｉｄ－Ｖｇ特性を示す図である。
【００３４】（実施形態２）図６は本発明の第２の実施
形態を示す薄膜トランジスタにおける半導体部の断面構
造である。半導体表面の多孔質部の製法と形状以外は図
１に示す第１の実施形態を示す薄膜トランジスタと同じ
構造及びプロセスである。ソース電極１０６及びドレイ
ン電極１０７と半導体層１０４の間にコンタクト層１０
５が形成した後に、半導体表面の多孔質部は以下のよう
にして形成した。ゲート電極を陽極とし、プラチナを陰
極として両極を、濃度２０体積％のフッ化水素酸中に浸
し、陽極電流密度が１Ａ／ｄｍ2 となるように両極間に
通電した。５秒間通電することにより、半導体層表面か
ら３０ｎｍの領域を多孔質化した。
【００３５】（実施形態３）半導体表面の多孔質部の製
法以外は図１に示す第１の実施形態を示す薄膜トランジ
スタと同じ構造及びプロセスである。ソース電極１０６
及びドレイン電極１０７と半導体層１０４の間にコンタ
クト層１０５を形成した後に、図６のような半導体表面
の多孔質部を以下のようにして形成する。
【００３６】ソース・ドレイン電極間に露出した半導体
の表面に分子量が異なる２種類の高分子、例えばポリス
チレンとポリイソプレンとをリビング重合させた自己組
織化レジストを塗布する。ポリイソプレンの分子量をポ
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リスチレンの分子量に対して０.３ 以下にすると、分子
量の小さいポリイソプレンが球形に自己組織化する。自
己組織化した部分をオゾンガスに曝して選択的に取り除
き、数ｎｍの穴が開いたレジストパターンを形成する。
この穴の下の半導体のみを選択的にドライエッチングす
ることにより、半導体表面を孔径が数ｎｍの孔で多孔質
化する。
【００３７】（実施形態４）図７に、本発明の薄膜トラ
ンジスタをスイッチング素子に用いた、アクティブマト
リクス型表示装置におけるＴＦＴ基板上の画素部の一実
施形態の平面構造、及び平面構造上に示した点線（Ａ）
－（Ａ′）で画素部を切断した断面構造の一例を示す。
対向基板は図示していない。１０１は絶縁性ガラス基
板、１０２はＣｒからなるゲート電極（走査配線）、１
０３は窒化シリコンからなる第１のゲート絶縁膜、１０
４は表面の１ｎｍから３０ｎｍの領域に多孔質部（１０
４′）を有するアモルファスシリコンからなる半導体
層、１０５は燐をドープしたｎ+型アモルファスシリコ
ンからなるコンタクト層、１０６，１０７はＣｒからな
るソース電極及びドレイン電極（信号配線）、１０８は
ポリイミドからなる保護絶縁膜、７０１は保持容量電
極、７０２は画素電極、７０３はコンタクトホールであ
る。
【００３８】ＴＦＴ基板は、例えば次のようにして作成
する。まず、コーニング１７３７ガラス基板１０１上に
厚さ約１２０ｎｍのＣｒ膜をスパッタリング法により形
成する。ホトエッチングによりこのＣｒ膜をパターニン
グして走査配線となるゲート電極１０２及び保持容量電
極７０１を形成する。その上にプラズマ化学気相成長
（ＣＶＤ）法により、厚さ３００ｎｍの窒化シリコン
層、厚さ２００ｎｍのアモルファスシリコン層、厚さ３
０ｎｍの燐が添加されたｎ+ 型アモルファスシリコン層
を連続形成する。そして、ホトエッチングによりｎ+ 型
アモルファスシリコン層，アモルファスシリコン層を同
時に島加工することにより、半導体層１０４を形成す
る。
【００３９】この上にスパッタリング法を用いて形成し
た厚さ１２０ｎｍのＣｒ膜をホトエッチングによりパタ
ーニングして、ソース電極１０６、及び信号配線１０７
を形成する、さらに、ソース電極１０６及びドレイン電
極１０７で覆われていない半導体層１０４上のｎ+ 型ア
モルファスシリコン層、ソース・ドレイン電極間のｎ+ 
型アモルファスシリコン膜と燐が拡散している恐れのあ
る半導体層の表面から５０ｎｍをエッチング除去するこ
とにより、ソース電極１０６，ドレイン電極１０７と半
導体層１０４の間にコンタクト層１０５を形成する。次
に、実施形態１から実施形態３に記されたいずれかの方
法で、ソース電極１０６及びドレイン電極１０７で覆わ
れていない半導体層１０４の表面の１ｎｍから３０ｎｍ
を多孔質化する。さらにこの上にスピンコーティング法
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11
により厚さ１μｍのポリイミドからなる保護絶縁膜１０
８を形成する。また、保護絶縁膜はＳｉＨ

4
 ，ＮＨ

3
 ，

Ｎ
2
 等の混合ガスを用いたプラズマＣＶＤ法によって堆

積した厚さ３００ｎｍの窒化シリコン膜でも構わない。
ホトエッチングにより保護絶縁膜１０８及びゲート絶縁
膜１０３にコンタクトホール７０３を形成した後に、ス
パッタリング法により、例えば厚さ１４０ｎｍのＡｌ膜
を形成後、ホトエッチングに前記Ａｌ膜をパターニング
して、画素電極７０２を形成する。また、このパターニ
ングの際に、画素電極に光透過用の穴を形成してもよ
い。
【００４０】画素電極７０２とソース電極１０６はコン
タクトホール７０３を介して接続される。
【００４１】次にスピンコーティング法により厚さ２０
０ｎｍの配向膜を形成する。以上により、ＴＦＴ基板が
完成する。
【００４２】図７では、薄膜トランジスタと画素電極の
一部が保護絶縁膜を介して重畳した構造になっている。
これにより、液晶表示装置の輝度が向上する。
【００４３】図７において、図示していない対向基板は
次のようにして作成する。まず、コーニングガラス１７
３７からなる基板上に、スピンコーティング法により厚
さ５００ｎｍのカラーフィルタを形成する。その上に、
スピンコーティング法により厚さ５００ｎｍの保護絶縁
膜及び厚さ２００ｎｍの配向膜を形成する。
【００４４】薄膜トランジスタの対向基板は、その配向
膜の表面を配向処理した後に、酸化シリコンからなる直
径約４μｍのビーズを狭持するように対向させて形成し
たセルギャップ間に液晶組成物を封入して液晶層を形成
する。最後に、薄膜トランジスタ基板及び対向基板の表
面に偏光板を貼り付けて、液晶パネルが完成する。
【００４５】この方法で作成した薄膜トランジスタのソ
ース電極１０６と画素電極４０２を切断し、画素電極４
０２に－４０Ｖから４０Ｖの電圧を印加した際の、Ｉｄ
－Ｖｇ特性測定は図５と同様であった。バックゲートに
－４０Ｖ～＋４０Ｖの電圧を印加した際のソース・ドレ
イン間の電流値が、バックゲート電極を設置しない場合
のソース・ドレイン間の電流値の１０倍以下になり、液
晶表示装置も良好な表示特性を示した。
【００４６】（実施形態５）図８に、本発明の薄膜トラ
ンジスタをスイッチング素子に用いた、アクティブマト
リクス型表示装置におけるＴＦＴ基板上の画素部の一実
施形態の平面構造、及び平面構造上に示した点線（Ａ）
－（Ａ′）で画素部を切断した断面構造の一例を示す。
対向基板は図示していない。１０１は絶縁性ガラス基
板、１０２はＣｒからなるゲート電極（走査配線）、１
０３は窒化シリコンからなる第１のゲート絶縁膜、１０
４は表面の１ｎｍから３０ｎｍの領域に多孔質部（１０
４′）を有するアモルファスシリコンからなる半導体
層、１０５は燐をドープしたｎ+型アモルファスシリコ

12
ンからなるコンタクト層、１０６，１０７はＣｒからな
るソース電極及びドレイン電極（信号配線）、１０８は
ポリイミドからなる保護絶縁膜である。
【００４７】ＴＦＴ基板は、例えば次のようにして作成
する。まず、コーニング１７３７ガラス基板１０１上に
厚さ約１２０ｎｍのＣｒ膜をスパッタリング法により形
成する。ホトエッチングによりこのＣｒ膜をパターニン
グして走査配線となるゲート電極１０２を形成する。そ
の上にプラズマ化学気相成長（ＣＶＤ）法により、厚さ
３００ｎｍの窒化シリコン層、厚さ２００ｎｍのアモル
ファスシリコン層、厚さ３０ｎｍの燐が添加されたｎ+ 
型アモルファスシリコン層を連続形成する。そして、ホ
トエッチングによりｎ+ 型アモルファスシリコン層、ア
モルファスシリコン層を同時に島加工することにより、
半導体層１０４を形成する。
【００４８】この上にスパッタリング法を用いて形成し
た厚さ１２０ｎｍのＣｒ膜をホトエッチングによりパタ
ーニングして、ソース電極１０６、及び信号配線１０７
を形成する、さらに、ソース電極１０６及びドレイン電
極１０７で覆われていない半導体層１０４上のｎ+ 型ア
モルファスシリコン層，ソース・ドレイン電極間のｎ+ 
型アモルファスシリコン膜と燐が拡散している恐れのあ
る半導体層の表面から５０ｎｍをエッチング除去するこ
とにより、ソース電極１０６，ドレイン電極１０７と半
導体層１０４の間にコンタクト層１０５を形成する。次
に、実施形態１から実施形態３に記されたいずれかの方
法で、ソース電極１０６及びドレイン電極１０７で覆わ
れていない半導体層１０４の表面の１ｎｍから３０ｎｍ
を多孔質化する。さらにこの上にスピンコーティング法
により厚さ１μｍのポリイミドからなる保護絶縁膜１０
８を形成する。また、保護絶縁膜はＳｉＨ

4
 ，ＮＨ

3
 ，

Ｎ
2
 等の混合ガスを用いたプラズマＣＶＤ法によって堆

積した厚さ３００ｎｍの窒化シリコン膜でも構わない。
スパッタリング法により、例えば厚さ１４０ｎｍのＣｒ
膜を形成後、ホトエッチングに前記Ｃｒ膜をパターニン
グして、共通電極８０１を形成する。
【００４９】次にスピンコーティング法により厚さ２０
０ｎｍの配向膜を形成する。以上により、ＴＦＴ基板が
完成する。
【００５０】図８では、薄膜トランジスタと共通電極の
一部が保護絶縁膜を介して重畳した構造になっている。
これにより、液晶表示装置の輝度が向上する。
【００５１】図８において、図示していない対向基板は
次のようにして作成する。まず、コーニングガラス１７
３７からなる基板上に、スピンコーティング法により厚
さ５００ｎｍのカラーフィルタを形成する。その上に、
スピンコーティング法により厚さ５００ｎｍの保護絶縁
膜及び厚さ２００ｎｍの配向膜を形成する。
【００５２】薄膜トランジスタの対向基板は、その配向
膜の表面を配向処理した後に、酸化シリコンからなる直
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径約４μｍのビーズを狭持するように対向させて形成し
たセルギャップ間に液晶組成物を封入して液晶層を形成
する。最後に、薄膜トランジスタ基板及び対向基板の表
面に偏光板を貼り付けて、液晶パネルが完成する。
【００５３】この方法で作成した薄膜トランジスタの共
通電極８０１に－４０Ｖから４０Ｖの電圧を印加した際
の、Ｉｄ－Ｖｇ特性測定は図５と同様であった。バック
ゲートに－４０Ｖ～＋４０Ｖの電圧を印加した際のソー
ス・ドレイン間の電流値が、バックゲート電極を設置し
ない場合のソース・ドレイン間の電流値の１０倍以下に
なり、液晶表示装置も良好な表示特性を示した。
【００５４】以上によれば、保護絶縁膜中の蓄積電荷や
配線及び画素電極の電位の影響によるバックチャネルリ
ーク電流を抑制できる薄膜トランジスタを提供できるた
め、保護絶縁膜としてポリイミドやポリジシラザンなど
の塗布型の保護絶縁膜を用いたり、反射電極として用い
る画素電極を薄膜トランジスタの上部に設けた高性能・
高生産性アクティブマトリクス型表示装置を提供できる
効果がある。
【００５５】
【発明の効果】本発明によれば、高性能・高生産性のア
クティブマトリクス型表示装置を提供できる効果があ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態の薄膜トランジスタの断面
構造図である。
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【図２】本発明の一実施形態の薄膜トランジスタにおけ
る半導体多孔質部の断面斜視図である。
【図３】バックゲート電極に＋４０Ｖの電圧を印加した
際のソース・ドレイン間の電流値とバックゲート電極を
設置しない場合の電流値との比とＮ／ｒとの関係を示す
図である。
【図４】本発明の実施のけい液晶表示装置における薄膜
トランジスタのＩｄ－Ｖｇ特性のバックゲート電圧依存
性を示す図である。
【図５】比較例の液晶表示装置における薄膜トランジス
タのＩｄ－Ｖｇ特性のバックゲート電圧依存性を示す図
である。
【図６】本発明の一実施形態の薄膜トランジスタにおけ
る半導体多孔質部の断面斜視図である。
【図７】本発明の液晶表示装置における画素部の平面構
造及び断面構造の一実施形態である。
【図８】本発明の液晶表示装置における画素部の平面構
造及び断面構造の一実施形態である。
【符号の説明】
１０１…ガラス基板、１０２…ゲート電極、１０３…ゲ
ート絶縁層、１０４…半導体層、１０４′…半導体層表
面の多孔質部、１０５…コンタクト層、１０６…ソース
電極、１０７…ドレイン電極、１０８…保護絶縁層、１
０９…孔、701…保持容量電極、７０２…画素電極、７
０３…コンタクトホール、８０１…共通電極。

【図１】 【図２】 【図４】

【図５】
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